
対象の方には、９月に案内はがき（受診券）を送付しています。
紛失・転入された方は、右記の区ホームページから再発行申請ができます。お電話での申請は下記お問合せ先までご連絡ください。

 対　象 　�区内在住の20歳（令和７年３月31日時点の年齢）
 内　容 　�歯科健診　保健指導　前歯クリーニング
　　　　　受診された方に後日台東区よりプレゼントを送付します。
 受診期限 　�令和７年３月31日

（４）第24号� 令和７年２月26日発行

その他、健康・医療に関する情報は、
・医療機関・薬局の公的検索システム ⇒ 
・東京都健康安全研究センター ホームページ
・厚生労働省ホームページ ⇒  　　　　　　　　　　 等でもご覧になれます。
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健康・医療に関する情報は、広報たいとうや区ホームページのほか、メールマガジンでも
配信しています（「たいとうヘルスケアニュース」、「たいとう食の安全通信」等）。

区内の医療機関・薬局の情報は、台東区の医療・介護情報検索システムでご確認ください。
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0歳の歯科健診のご案内

お問合せ：台東保健所　保健サービス課　母子成人保健担当　☎�03―3847―9449
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健康な歯 歯周病

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品と同等の成分・効能をもつと国に認められた医薬品です。先発医薬品と比べて
薬代が軽減されやすく医療費の節減につながります。ジェネリック医薬品を希望する方は、医師や薬剤師に相談してください。�

　区では、要介護高齢者など歯科医院に通うことが困難な方の歯とお口の健康を守るため、令和７年３月１日（土）より、特別養護老人ホーム竜泉
１階にたいとう歯科健康センターを開設します。

かしこく使おうジェネリック ～ ジェネリック医薬品への切り替えにご協力を ～

ジェネリック医薬品差額通知の送付

受付時間等は以下の通りです たいとう歯科健康センターってどんなところ？

令和６年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み 
　台東区では、現在処方されている先発医薬品をジェネリック医薬品
に切り替えた場合、薬代がどの程度安くなる可能性があるかをお知ら
せする通知を送付しています。

 対象者  � 国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者のうち、薬代が
� 一定額以上軽減されると見込まれる方。
� ※全ての被保険者に送付するものではありません。

 時　期  � 国民健康保険　　　　年１回��３月
� 後期高齢者医療制度　年２回��６月・12�月

受付時間　月・火・木・土曜日　10：00～17：00
　　　　　（祝日・年末年始等を除く）
場　　所　特別養護老人ホーム竜泉１階（竜泉２－10－８）
電話番号　03－5603－2235
対　　象　�歯科医院に通うことが困難な区内の在宅高齢者、
　　　　　介護事業者等
相 談 員　�歯科衛生士

【相談対応】
　在宅療養をされている場合など、歯科医院に通うことが困難な高齢の方が、
お気軽に歯とお口に関するご相談ができるよう、電話相談を受け付けます。
　歯科衛生士がご心配事への適切な対応方法をご提案します。

【普及啓発活動】
　高齢者の歯とお口のケアの大切さを広め、より良いケア
を実践できるよう、研修や講座の開催など普及啓発に関す
る取り組みを実施します。

　後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある薬で、先発医薬品の処方を希
望される場合は、特別の料金（先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４
分の１相当）をお支払いいただく仕組みが導入されました。
　詳細については、右記の二次元コードから、厚生労働省のホームペー
ジをご覧ください。

お問合せ：国民健康保険課　庶務係　　　　　　☎�03―5246－1251
後期高齢者医療係　☎�03―5246－1254

令和６年10月から新たに20歳の歯科健診がはじまりました！

歯周病は骨を失う病気です

20歳限定！前歯クリーニング付きの歯科健診

歯と口に関する困りごとは意外とあるものですが、大きな症状がないと受診を後回しにしがちです。
この機会に自分のかかりつけの歯医者さんを見つけて、歯と口の困りごとを解決しましょう！

●歯周病って？　歯周病菌の出す毒素により、歯を支える骨（歯
し
槽
そう
骨
こつ
）が失われる病気で

す。歯槽骨が失われると、歯を支える土台がなくなるため、歯がグラグラして最後には
抜けてしまいます。
●歯周病を防ぐには？　毎日のお手入れ（セルフケア）に加え、歯科医院で定期的なお口
のチェックやクリーニング（プロケア）を受けることが大切です。失った歯と骨は戻って
きません。後悔する前に対策しましょう！

たいとう歯科健康センターを開設します

お問合せ：健康課　在宅療養連携担当　☎�03―5246－1215


